
 

福 知 山 市 

市 有 地 売 払 申 請 要 領 

 

１１  買受け申請 

(1) 申請に必要な書類 

① 普通財産売払申請書（様式第７号） 

② 住民票抄本またはそれに代わる証明書（法人の場合は履歴事項全部証明書） 

③ 納税証明書(申請者住所地の市区町村（法人の場合は本店所在地）が発行する、滞納

のない証明書。) 

④ その他、市長が必要とする書類 

(2) 申請方法 

① 上記書類を福知山市資産活用課に持参又は郵送してください。 

② 上記以外の方法（電話、FAX等）による申込みは一切受付けませんので、ご留意くだ

さい。 

(3) 申請時間 

土・日曜日、祝日を除く午前８時３０分から午後５時１５分まで。 

(4) 申請先 

   〒620－8501 福知山市字内記１３番地の１ 

福知山市総務部資産活用課（TEL 0773－24－7068） 

(5) その他 

① 建築条件はありません。 

② １世帯または１法人による複数区画の申込みも可能です。 

③ 申請者は、あらかじめ現地を確認したうえで間違いのないよう申請してください。 

（現地には地番、面積、価格を表示した立看板を設置していますので、参考と 

      してください。) 

④  虚偽の申し立てをされた場合は、その申請を無効とします。 

 

 

２２  申 請 資 格   

  次の各号のいずれかに該当する者は、買受けの申込みをすることができません。 

(1) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項及び第２項第２

号から同項第６号までの規定に該当する者 

(2) 福知山市暴力団排除条例第２条に該当する者 

(3) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき、公正手続き開始の申立てがされ 

ている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき、再生手続開始の申

立てがされている者 

(4) 市税を滞納している者 

 

 

３３ . 売払決定通知 

  普通財産売払申請書受付後、「普通財産売払決定通知書」を交付します。 



 

４４ 普通財産売買契約の締結  

  (1) 普通財産売買契約の締結は､普通財産売買契約書により行います。  

   (2) 申請者は、売払い決定の日から６０日以内に普通財産売買契約を締結し、契約時

には売買代金の100分の10（万円未満切り上げ）以上の金額を「契約保証金」として

市に納付してください。（以降、申請者を契約者とします。） 

  (3) 契約保証金は､福知山市普通財産売払事務取扱要綱第２７条の規定により、契

約を解除された場合は還付しませんので、ご承諾ください。 

     ただし、融資利用を計画されている方で、融資契約が不成立の場合は無利息で全

額還付します。 

  (4) 契約者は、契約締結の日から６０日以内に売買代金を納付してください。  

        （但し、60日目が土曜日、祝日、日曜日の場合は、翌開庁日とします。）また、

契約保証金を契約代金の一部に充当することができます。（以降、契約者を買

受人とします。） 

 

５５ 普通財産の引渡し  

    (1) 市は、買受人が普通財産売買代金を完納されたことを確認次第、現地立ち会いの

うえ現状のまま登記完了日以降に市有地を引渡します。その際、買受人は市有地の

普通財産引受書を提出していただきます。  

    (2) 買受人は本件市有地の引渡しを受けたときから、使用収益を開始することが可能と

なり、この時点からの維持管理を行っていただくことになります。  

 

６６ 所有権移転登記  

 市有地の所有権移転登記は、市が行います。ただし、登記申請に必要となる登録

免許税は買受人に負担いただきます。  

７７ そ の 他  

   (1) 市有地は、現状有姿で引渡します。住宅建築に係る擁壁、地盤改良、下水道汚水枡の位

置変更、上水道・ガスの引込み、接面道路上の電柱・カーブミラー・植栽帯等の移設な

ど手続き及び費用は全て買受人負担となります。 

（2）地耐力調査・土壌汚染調査・埋設物調査は実施しておりません。調査をされる場合の費

用は全て買受人負担となります。 

(3) この要領に定めのない事項については、福知山市普通財産売払事務取扱要綱並

びに普通財産売買契約書の定めによるものとします。 

   

 購入希望者は、この要領に記載された事項について熟知のうえ、お申込ください。 

 また、建物を建築する際は、建築基準法や都市計画法等による指導がありますので、あらかじ

め関係機関で確認してください。 

 

 ご不明な点がありましたら､お気軽にお問い合わせください。 

   福知山市総務部資産活用課   

 電話0773-24-7068   FAX 0773-23-6537 


